
 

答 

１ 公益法人は、公益目的事業を適正に実施する法人として、税制優遇を受けな

がら活動する社会的存在です。公益法人の財産が公益目的事業に使用され、公

益が増進すると見込まれるからこそ、国民は寄附等を行うのであり、公益法人

に税制上の優遇措置が講じられているといえます。 

 

２ もとより、社会経済情勢の変化や、法人に関する状況の変化等に対応しつつ、

適切に公益目的事業を実施していくためには、ある程度、自由に使用すること

ができる財産を有することは必要です。 

 

３ しかし、具体的に公益目的事業に使用される見込みがない財産が公益法人

に過大に蓄積された場合には、財産の死蔵につながり、税制優遇等の趣旨に反

するほか、寄附等をした国民の期待にも反することになりかねません。 

 

４このため、認定基準においては、公益目的事業又は公益目的事業に必要なその

他の活動に使うことが具体的に定まっていない財産（遊休財産額）の保有は、

一年分の公益目的事業費相当額を超えてはならないとしているものです。（公

益法人認定法第 16条、問Ⅴ－４－③参照）。 

問Ⅴ‐４‐①（遊休財産額） 

 今まで内部留保として計算された金額は、新制度での機動的な法人運営の

ためには、自由に使える資金が必要であり、遊休財産額として規制される趣旨

が分かりません。 


